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　「福岡県卸売市場整備計画」は、卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」という。）に

基づき、おおむね５年ごとに、生鮮食料品及び花きの流通をめぐる諸情勢の変化に対応して、卸

売市場の適正な配置の方針及び基本事項等を定めるもので、その推進により生鮮食料品等の市場

流通の円滑化を図るものである。

　卸売市場は、我が国の生鮮食料品等の流通の基幹的インフラとして、国民の生命・健康に直接

関わる食料を円滑かつ安定的に供給するという公的な役割を担ってきたが、近年、卸売市場をめ

ぐる環境は、少子高齢化に伴う食料消費の量的変化及び社会構造の変化に伴う消費者ニーズの多

様化、生鮮食料品等流通の国際化、大震災の経験を踏まえた災害時対応機能の強化等の社会的要

請の高まりなど大きな変化が見られる。 

　さらに、輸出も見据えた高度品質管理、産地や実需者との連携強化、加工処理等の付加機能の

充実など、生産者や実需者が卸売市場に期待する機能・役割は一層多様化している。 

　以上を踏まえ、今後の卸売市場については、生産者・実需者との共存・共栄を図るという視

点の下、卸売市場の有する目利き、コーディネート力等を一層発揮し、川上・川下をつなぐ架

け橋として、その求められる機能・役割を強化・高度化していくこととし、

　　卸売市場における経営戦略の確立 

　　立地・機能に応じた市場間における役割分担と連携強化 

　　　産地との連携強化と消費者、実需者等の多様化するニーズへの的確な対応 

　　　卸売市場の活性化に向けた国産農林水産物の流通・販売に関する新たな取組の推進 

　　　公正かつ効率的な売買取引の確保 

　　　卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 

　　　卸売市場に対する社会的要請への適切な対応 

　を基本に、その整備及び運営を行うものとする。

　卸売市場を一つの経営体として捉え、将来を見据えた卸売市場全体の経営戦略的な視点から、

当該卸売市場の将来方向とそのために必要な戦略的で創意工夫ある取組を検討し、迅速な意思決

定の下で実行に移す体制を構築する。 

　具体的には、各卸売市場においては、開設者及び市場関係業者が一体となって、当該卸売市場

が置かれている状況について客観的な評価を行った上で、それぞれの卸売市場のあり方・位置付

け・役割、機能強化等の方向、将来の需要・供給予測を踏まえた市場施設の整備の考え方、コス

ト管理も含めた市場運営の方針等を明確にした経営展望（以下「経営展望」という。）の策定等

により、卸売市場としての経営戦略を確立する。 

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

福 岡 県 卸 売 市 場 整 備 計 画

第１　策定の趣旨

 

第２　目標年度

第３　卸売市場の整備及び運営に関する基本的事項 

　１　基本的な考え方

 

　２　卸売市場における経営戦略の確立

平成32年度（基準年度　平成25年度） 
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　経営展望を策定する場合は、各卸売市場の立地条件や強み・弱み等を踏まえ、目指すべき卸売

市場としてのビジネスモデルの方向等を基本戦略として定めるとともに、開設者・市場関係業者

それぞれが今後取り組むべき具体的な内容を行動計画として定め、明確にする。その際のビジネ

スモデルの方向については、地域内における生鮮食料品等の安定的な供給を基本としつつ、 

等、当該卸売市場が置かれている状況等を十分に分析し、多様な市場関係者が一丸となり、市場

全体としての最適を図るという観点を市場関係者間で共有した上で定めるものとする。 

　また、経営展望で定めた基本戦略及び行動計画については、これを可能な範囲で生産者、実需

者等へ開示するとともに、開設者や市場関係業者がそれぞれの立場で、あるいは相互に連携・協

力しながら、着実に遂行し、あわせて、経営展望の実効性を高め、卸売市場を取り巻く情勢変化

に的確に対応する観点から、行動計画の遂行状況について定期的にレビューを行い、必要に応じ

て経営展望の見直しに取り組むものとする。 

　なお、公設の卸売市場の運営に当たっては、経営の視点を導入した上で、卸売市場全体として

の意思決定を的確に行うとともに、市場経営の体制をより機動的かつ効率的なものとすることに

十分留意する。その際、独立性が高く、経営責任の明確化や自主性の拡充等が期待できる地方公

営企業法（昭和27年法律第292号）に基づく事業管理者の活用や、公設地方卸売市場における開

設者の第３セクター化も視野に入れて対応する。 

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

大規模な集荷・分荷機能の発揮 

産地との連携による魅力ある生産物の集荷・販売 

加工・業務用ニーズに対応した機能強化と商品開発 

輸出等を通じた新たな需要開拓 

(１)から(４)までの複合型 

（１） 需要の現状と見通し

ア　青果物 

　青果物は、輸入品の残留農薬事件などをきっかけに、全国的に食育や地産地消が促進され、

安全性に対する要求が高まっている。 

　過去には、少子高齢化及び独居世帯の増加による外食・中食等の食の外部化、食生活の簡

便化により需要量の減少が続いていたが、近年では穏やかな回復傾向にある。 

　今後、加工・業務用需要に対応した生産及び健康志向の高まりを背景とした消費拡大の取

組を通じて需要喚起が図られ、需要量は横ばいで推移するものと見込まれる。

第４
　１

卸売市場の適正な配置の方針 
生鮮食料品等の流通事情 
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　　表１　青果物の需要の見通し

　イ　水産物

　水産物は、伝統的な食文化や健康・安全志向を背景に根強い需要があるものの、生活様

式の多様化や食習慣の変化等により若い世代を中心に魚離れ現象が進んでいる。 

　今後は、食育の推進等により、健康的な食材である水産物に対する評価が高まり、１人

当たりの需要量の減少傾向は緩和されることが期待できるものの、需要量は減少するもの

と見込まれる。 

表２　水産物の需要の見通し

　ウ　食　肉

　牛肉の生食が原因で発生した食中毒事件により、消費者の牛肉離れが一時的に進んだもの

の、景気の回復を受け牛肉需要量は回復しており、今後も需要量は横ばいで推移するものと

見込まれる。 

品
目

品
目

区　　　分

需　要　量 
　　　　（トン） 

需　要　量 
　　　　（トン） 

（㎏）

需　要　量 
　　　　（トン） 

（㎏）

１人当たり需要量

１人当たり需要量

 
　　　　　 
１人当たり需要量

（㎏）

平成2 5年度 
（基準年度）  

628,125

 121.8

285,699

  55.4

610,712

  121.0

286,379

 56.7

 97.2

 99.3

100.2

102.3

％

平成3 2年度 
（目標年度） 

増　減　率 
（H32／H25） 

区　　　分 平成2 5年度 
（基準年度）  

平成3 2年度 
（目標年度） 

増　減　率 
（H32／H25） 

野

菜

果
 
実

需要量：１人当たり需要量×人口 

1 人当たりの需要量：農林水産省「食料需給表」（粗食料）より

（注）平成32年度の数値は、県園芸振興課推計。 

野菜はいも類を含み、果実的野菜（メロン、すいか、いちご）は含まない。 

果実は果実的野菜を含む。 

（注）
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エ　花　き

　切花・鉢物の需要量は、景気の回復により、穏やかに回復すると予想される。 

　花壇用苗物は、ガーデニングの普及・定着により１人当たりの需要本数は増加するが、消

費人口減少と相まって、需要量は横ばいで推移するものと見込まれる。 

　なお、花きの振興に関する法律（平成26年法律第102号）に基づき、花きの魅力や効用に

関する情報発信や花育の推進など新たな需要創出に向けた活動が行われている。

表３　食肉の需要の見通し

表４　花きの需要の見通し

供給の現状と見通し（2）

ア　青果物

　本県では、恵まれた自然条件のもと農業者のたゆみない努力によって、いちご、青ねぎ、

なす、かき等の全国に誇れる青果物が数多く産出されている。 

　県内の卸売市場には、県内で生産される豊富な地場ものの安定供給が確保されるとともに、

道路等交通網の整備、鮮度保持技術の進展などにより他県産並びに輸入青果物についても、

需　要　量 
　　　　（トン） 

１人当たり需要量
（㎏）

品
目

食

肉

区　　　分 平成2 5年度 
（基準年度）  

平成3 2年度 
（目標年度） 

増　減　率 
（H32／H25） 

需要量：１人当たり需要量×人口 
１人当たりの需要量：農林水産省「花き生産出荷統計」・「植物検疫統計」より 
（注）平成32年の数値は、県園芸振興課推計。 

 145,944

28.3

145,057

 28.7

99.4

 101.4

％

需要量：１人当たり需要量×人口 
１人当たりの需要量：農林水産省「食料需給表」（粗食料）より 
（注）平成32年度の数値は、県園芸振興課推計。 

需　要　量 
　　　　（千本） 

需　要　量 
　　　　（千本） 

需　要　量 
　　　　（千本） 

１人当たり需要量

１人当たり需要量

１人当たり需要量

（本）

（鉢）

（本）

品
目

切

花

鉢

物

花
壇
苗

区　　　分 平成2 5年度 
（基準年度）  

平成3 2年度 
（目標年度） 

増　減　率 
（H32／H25） 

255,080

 49.5

9,879

 1.9

28,771

 5.6

 255,554

 50.6

 10,073

 2.0

 28,679

 5.7

 100.2

 102.2

 102.0

 105.3

 99.7

 101.8

％
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ア　卸売市場流通の現状と見通し 

　　　青果物

　本県は、福岡、北九州の２つの都市圏を擁する消費県であるとともに、筑後地域など

の有力な産地を抱える生産県でもあるため、県内には、大消費地への青果物の供給源と

しての役割を担う市場や産地との結びつきの強い市場などが共存している。 

　県内青果市場の取扱数量については、横ばいで推移すると見込まれるが、今後も大規

模な中央卸売市場へ県内外から集約化が進むことが予想される。

安定的に集荷されることが見込まれる。 

　しかし一方では、総合スーパー等の展開及び加工・業務用需要の高まりが進む中で、安定

供給と出荷ロットの大型化が求められており、今後ますます大都市中央卸売市場などの集荷

販売力の強い大型の市場へ集約化が進んでいくことが予想される。また、産地と小売店や実

需者との間での直接取引、消費者への直接販売等、販売の多元化が進むことも予想される。 

　イ　水産物 

　本県は、筑前海、豊前海、有明海と三方を海に囲まれるとともに、筑後川、矢部川など

の一級河川を有し、海域や地域の特性に応じた漁業生産が営まれている。 

　県では、資源管理や種苗放流による資源づくりや、魚礁設置や覆砂による海域特性に合

わせた漁場づくりにより、漁業生産量の維持、増大を図っているが、沿岸、沖合漁業全体

としては今後も横ばい傾向が予想される。 

　一方、輸入水産物については、世界的な水産物需要の高まりや、国内消費量の低下に伴い、

減少傾向で推移することが予想される。 

ウ　食　肉 

　本県の肉用牛飼養頭数は減少し、豚飼養頭数はほぼ横ばいで推移する中、食肉輸入量は

一定の水準で推移しており、食肉の供給は安定している。 

　今後も、県内の生産量は、牛肉でわずかに減少、豚肉で横ばいの傾向は変わらないと見

込まれる。

エ　花　き 

　本県は、恵まれた気候条件を活かして、キク、バラ、洋ラン、トルコキキョウ等多品目の

花が生産され、ツツジ、ツバキ等の花木の一大産地を形成するなど全国有数の花き生産県で

ある。 

　現在、多様化が進む消費者ニーズに対応するため、本県においても高級花から日常生活で

楽しむ花まで幅広い花き生産が行われている上、他県産や輸入花の増加により安定的な供給

が見込まれる。

（3）卸売市場流通及び卸売市場を経由しない流通等の現状と見通し 

 

（　）ア
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　水産物 

　本県は、福岡、北九州の２つの都市圏を擁する消費県であるとともに、多種多様な水

産物が水揚げされる生産県でもある。その基幹的な市場である福岡市中央卸売市場鮮魚

市場（以下、福岡市場）は、産地市場と消費地市場の機能を併せ持ち、県内卸売市場取

扱数量の６割程度を占める。 

　福岡市場では、長崎県を中心とする他県産が取扱数量の８割を占めているが、近年、

他県では、地元市場での水揚げが増加しており、このことが福岡市場の取扱数量を減少

（単位；百万円、トン、％） 

（ ）イ

表５　青果卸売市場の取扱状況

区　分
年　度

金　額

数　量

金　額

数　量

平成16年度 平成20年度 平成25年度 平成32年度 対比（H32/H25）

 87,146

490,681

47,993

209,193

 84,186

505,981

 42,705

186,516

 86,473

497,526

 37,997

 142,772

  —

479,275

 —

 150,859

  —  

 96.3  

 —  

 105.7  

野

菜

果
 
実

資料：「中央卸売市場年報」・「地方卸売市場実態調査」

（注）平成32年度の取扱数量は、県園芸振興課推計。

中央卸売市場

地方卸売市場等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

果実

野菜

果実

野菜

果実

野菜

平
成

２
５

年
度

平
成

２
０

年
度

平
成

１
６

年
度 （71.8％） （28.2％）

（22.8％）（77.2％）

（64.8％） （35.2％）

（67.9％） （32.1％）

（84.3％） （15.7％）

（19.2％）（80.8％）

図１　中央・地方卸売市場等取扱数量の状況
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（単位；百万円、トン、％） 

（ ）ウ

表６　水産物卸売市場の取扱状況

させる要因となっている。 

　また、その他の市場においても、各商圏を中心に、県内で水揚げされる水産物の他、

他県産水産物等の流通を担っているが、取扱数量は減少傾向にある。 

　これらのことから、県内水産市場の取扱数量については今後も緩やかな減少が見込ま

れる。

　　食　肉 

　本県は、九州・山口地区における大消費地であり、九州唯一の中央卸売市場が福岡市

により開設されている。 

　県内には、４か所の公営・民営と畜場があり、また、農協系統のＪＡ全農ミートフー

ズ株式会社では、系統共販の基幹施設として、独自の加工・配送を行っているため、食

肉は、青果物や水産物に比べ市場外流通の割合が高い。 

　今後は、消費者の食の安全・安心への関心の高まりから、近代的な施設を有する福岡

市中央卸売市場食肉市場が流通拠点としての役割を担うことにより、市場流通量の伸び

が見込まれる。 

区　分
年　度

金　額

数　量

平成16年度 平成20年度 平成25年度 平成32年度 対比（H32/H25）

145,531

256,874

121,362

 198,539

88,189

 138,061

—

 120,832

 —

87.5

水
産
物

資料：「中央卸売市場年報」・「地方卸売市場実態調査」 
（注）平成32年度の取扱数量は、県水産振興課推計。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２５年度

平成２０年度

平成１６年度 （80.2％） （19.8％）

（71.5％） （28.5％）

（27.1％）（72.9％）

 

 

 

 

 

 

 

 

中央卸売市場

地方卸売市場等

図２　中央・地方卸売市場等取扱数量の状況
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（単位；百万円、トン、％） 

（単位；百万円、千本、千鉢、％） 

（ ）エ

表７　食肉卸売市場の取扱状況

　花　き

　県内花き卸売市場の切花の取扱状況は、市場外流通の増加や高齢化による担い手不足

により生産量が減少してきたが、全国各地で行われている需要拡大の取組の結果、今後、

切花の取扱数量は微増することが見込まれる。 

　鉢物の取扱状況は、景気低迷に伴い取扱数量は減少してきたが、今後、アジサイなど

県オリジナル品種や低価格のホームユース用の小型鉢物の需要の増加が見込まれ、取扱

数量が微増する見込み。 

　花壇苗の取扱状況は、ガーデニングの定着とともにオリンピック需要もあり、取扱数

量は微増すると見込まれる。 

 

表８　花き卸売市場の取扱状況

区　分
年　度

金　額

数　量

金　額

数　量

金　額

数　量

平成16年度 平成20年度 平成25年度 平成32年度 対比（H32/H25）

11,469

 208,235

 7,109

20,252

1,511

39,165

11,145

 210,207

6,373

 18,124

1,680

36,349

 11,113

194,195

5,339

14,514

1,983

31,102

— 

 202,498

 —

 15,766

 —

33,392

—

104.3

—

108.6

—

107.4 

切

花

鉢

物

花
壇
苗

資料：県園芸振興課調べ（取扱金額上位４市場） 
（注）平成32年の取扱数量は、県園芸振興課推計。 

区　分
年　度

金　額

数　量

平成16年度 平成20年度 平成25年度 平成32年度 対比（H32/H25）

15,094

 15,887

11,783

13,087

19,180

20,480

 — 

 23,314

 —  

 113.8  

食
 
肉

資料：「福岡市中央卸売市場年報」 
（注）平成32年度の取扱数量は、県園芸振興課推計。
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　イ　卸売市場を経由しない流通の現状と見通し 

　卸売市場を経由しない流通については、量販店・外食・中食業者等の大型実需者との契約

取引、輸入農産物等の商社による直接取引、インターネットなどを利用した産直販売、朝市・

直売所等での販売などがあり、依然として拡大傾向にある。 

　しかし、一方で市場外流通には、 天候等自然条件に左右され、必要量が揃わないことが

あること、代金決済期間が長いこと、 出荷者への出荷量・品質・価格等の要求が厳しいこ

と、残品、返品のリスク負担が大きくなること等の問題点がある。 

　今後も、市場外流通は、種々の形態で行われていくことが予想されるが、安定した価格形

成・品揃え・早期決済などの面において依然として卸売市場流通が生鮮食料品等流通の中心

的な役割を果たしつつ、市場流通と市場外流通がそれぞれの特徴を発揮しながら生鮮食料品

等の供給が図られていくものと考えられる。

　道路交通網の整備、低温輸送の進展等により、生鮮食料品等の流通が広域化していることから、

県内における生鮮食料品等の流通実態、人口の集中状況、都市形成の状況など社会的、経済的、

自然的諸条件や日常生活における住民と地域の密着の度合いを勘案し、青果、水産物については、

中央卸売市場を核とする福岡、筑後、北九州・筑豊の三つの流通圏とし、また、食肉、花きにつ

いては、県内一円を一つの流通圏として設定する。 

２　 品目別流通圏の設定 
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1
0

(1)青 果

平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度
（No.) （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度）

千人 千人 千人 千人 トン トン
福岡市 筑紫野市 春日市 ※

　大野城市 太宰府市 古賀市
糸島市 那珂川町 宇美町
篠栗町 志免町 須恵町
新宮町 久山町 粕屋町

（７市、８町）
※

大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 筑後市 大川市 ※

小郡市 うきは市 朝倉市
みやま市 筑前町 東峰村
大刀洗町 大木町 広川町

（10市、4町、１村）
＜野菜＞ (%)

H25 H32

県全体 79.2 78.5

＜果実＞ (%)

H25 H32

北九州市 直方市 飯塚市 県全体 50.0 52.7

田川市 行橋市 豊前市
中間市 宗像市 福津市

市場供給率＝
市場取扱数量

宮若市 嘉麻市 芦屋町   　需要量

水巻町 岡垣町 遠賀町
小竹町 鞍手町 桂川町 需要量＝流通圏人口

香春町 添田町 糸田町 　　     ×1人1年当たり需要量

川崎町 大任町 赤村
福智町 苅田町 みやこ町
吉富町 上毛町 築上町

（11市、18町、１村）

野菜 4,085 4,483 497,526 479,275

果実 2,577 2,862 142,772 150,859
計 28市　30町　2村 5,157 5,047

果実 914 880 50,649 46,370
１人１年当たり需要量は農林水産

省「食料自給表」（粗食料）

1,456 176,390 156,003

北九州
・筑豊

(No.3)

1,892 1,821

野菜 1,448

  市場供給対象人口は、流通圏人

口に市場供給率を乗じて算定

　　　　　　　（以下、同じ）

果実 381 362 21,112 19,047

※  市場供給率

453

85,442

  流通圏の目標年度人口は、国立

社会保障・人口問題研究所「市区

町村別将来推計人口」に通勤・通

学及び観光による人口移動を加味

して算定

　　　　　　　（以下、同じ）

58,115 48,543

筑 後

(No.2)
913 867

野菜 477

備                 考

福 岡

(No.1)
2,352 2,358

野菜 2,159 2,573 263,021 274,729

  流通圏の基準年度人口は、平成

25年10月1日現在人口に通勤・通学

及び観光による人口移動を加味し

て算定

　　　　　　　(以下、同じ）

果実 1,282 1,620 71,011

品 目 別 流 通 圏 の 設 定

流通圏
区　　　　　　域

流　通　圏　人　口
品目

市場供給対象人口 市 場 取 扱 数 量
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−

1
1

(2)水産物　　

平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度
（No.) （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度）

千人 千人 千人 千人 トン トン
福岡市 筑紫野市 春日市 ※

　大野城市 宗像市 太宰府市 ＜水産物＞ (%)

古賀市 福津市 糸島市 H25 H32

那珂川町 宇美町 篠栗町 県全体 53.1 46.9

志免町 須恵町 新宮町
久山町 柏屋町

市場供給率＝
市場取扱数量

需要量

（9市、8町）
需要量＝流通圏人口

　　     ×１人１年当たり需要量

大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 筑後市 大川市
小郡市 うきは市 朝倉市
みやま市 筑前町 東峰村
大刀洗町 大木町 広川町

（10市、4町、１村）

北九州市 直方市 飯塚市
田川市 行橋市 豊前市
中間市 宮若市 嘉麻市
芦屋町 水巻町 岡垣町
遠賀町 小竹町 鞍手町
桂川町 香春町 添田町
糸田町 川崎町 大任町
赤村 福智町 苅田町
みやこ町 吉富町 上毛町
築上町

（9市、18町、１村）

品 目 別 流 通 圏 の 設



−
　
 
−

1
2

（　）

 

3（　）

４

食 肉

平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度
（No.) （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度）

千人 千人 トン トン
※

　H25:14.0%  ; H32:16.1%

県下全域
市場供給率＝

市場取扱数量

需要量

（28市、30町、2村）
需要量＝流通圏人口

　　      ×１人１年当たり需要量

花　き　　

平成25年度 平成32年度 平成25年度 平成32年度
（No.) （基準年度） （目標年度） （基準年度） （目標年度）

千人 千人 千人 千人 千本・千鉢 千本・千鉢

※

　＜切花＞

H25:76.1%  ; H32:79.2%

＜鉢物＞

H25:146.9% ; H32:156.5%

＜花壇苗＞

H25:108.1% ; H32:116.4%

市場供給率＝
市場取扱数量

県下全域 需要量

（28市、30町、2村） 需要量＝流通圏人口

　　      ×１人１年当たり需要量

１人１年当たり需要量は農林水産省

「花き生産出荷統計」の全国出荷数

量と農林水産省「植物検疫統計」の

合計値を総務省統計局全国総人口で

除したもの

3,999 194,195 202,498

鉢物 7,576 7,899 14,514 15,766

花壇苗 5,575 5,877 31,102 33,392

市場供給率

平成25年度 平成32年度
（基準年度） （目標年度）

備                 考

全　県

切花

5,157 5,047

3,926

品 目 別 流 通 圏 の 設 定

流通圏
区　　　　　　域

流　通　圏　人　口
品目

市場供給対象人口 市 場 取 扱 数 量

１人１年当たり需要量は農林水産

省「食料自給表」（粗食料）

全 県

千人 千人

5,157 5,047 724 811 20,480 23,314

市場供給率

備                 考平成25年度 平成32年度
（基準年度） （目標年度）

品 目 別 流 通 圏 の 設 定

流通圏
区　　　　　　域

流　通　圏　人　口 市場供給対象人口 市 場 取 扱 数 量



　卸売市場の配置については、消費人口や需要の動向、卸売市場の取扱状況や市場外流通の動向、
生鮮食料品等の広域流通の進展、消費の質的変化などを勘案しながら、県内の卸売市場の適正か
つ健全な運営が確保され県民への生鮮食料品等の安定的かつ円滑な流通が図られるよう、次の基
本方針に即して計画するものとする。

　卸売市場配置の基本方針 
　品目別に設定された流通圏ごとに、当該品目の取扱を行う中央卸売市場を核とし、加えて

地方卸売市場に地域における集荷力の強化を図る上で地域流通の拠点となる「地域拠点市場」

を配置する。また、流通圏内の生鮮食料品等の安定的かつ円滑な流通に資するため、地方卸

売市場のうち地域拠点市場に該当しない市場を「地域市場」として配置する。 

　中央卸売市場については、今後も全国規模の大型流通に対応する集散市場としての機能と

役割を果たしうるよう、中央卸売市場整備計画に即した整備を行うものとし、地方卸売市場

については、流通の円滑化と市場経営の安定を図るため、引き続き統合整備を推進すること

を基本にし、産地や小売・消費者などへの情報受発信機能や地場産品の重要な販売拠点とし

ての役割を果たすなど、独自の特色を発揮しうる市場づくりを推進するものとする。 

　地域拠点市場の目標年度における取扱数量は、以下のとおりとする。 

①　当該地域拠点市場が青果物を主たる取扱品目とする卸売市場である場合には、15,000ト

　ン以上 

②　当該地域拠点市場が水産物を主たる取扱品目とする卸売市場である場合には、7,000トン

　以上 

③　当該地域拠点市場が花きを主たる取扱品目とする卸売市場である場合には、2,000万本

　相当＊以上　※　鉢物の鉢数については、１鉢につき８本の切花に換算 

    

　地域拠点市場が他の地方卸売市場と統合する場合においては、当該統合が次に掲げる要件

の全てに適合していることが望ましい。 

①　当該統合の中核となる地域拠点市場の取扱金額が50億円以上又は卸売場面積が3,000㎡

　以上であること。 

②　統合後の地域拠点市場の取扱金額が100億円以上又は卸売場面積が5,000㎡以上である

　こと。 

③　当該統合に係る地方卸売市場が食品流通構造改善促進法（平成３年法律第59号）第４条

　第２項の規定により、同法第２条第３項第２号に規定する卸売市場機能高度化事業に係る

　構造改善計画の認定を受けていること。

　取扱品目別の市場配置 

ア　青果卸売市場 

　青果卸売市場については、福岡、筑後、北九州・筑豊の各流通圏に、それぞれ福岡、久留

米、北九州の各市の中央卸売市場が開設されているため、それらを流通圏の核と位置ける
とともに、筑後流通圏に１市場、北九州・筑豊流通圏に２市場、地域流通の拠点的役割を担

（１）

（２）

３　卸売市場配置計画

−　 −13



うべき市場があるため、当該市場を地域拠点市場として配置する。 

　さらに、地域市場として、筑後流通圏に３市場を、北九州・筑豊流通圏に１市場を配置 

する。 

イ　水産物卸売市場 

　水産物卸売市場については、福岡、筑後の各流通圏に、それぞれ福岡、久留米の各市の中

央卸売市場が開設されているため、それらを流通圏の核と位置付けるとともに、筑後、北九

州・筑豊の各流通圏には、地域流通の拠点的役割を担うべき１市場があるため、当該市場を

地域拠点市場として配置する。 

　さらに、地域市場として、福岡流通圏に３市場を、筑後流通圏に１市場を、北九州・筑豊

流通圏に５市場を配置する。

ウ　食肉卸売市場 

　食肉卸売市場については、県内に１市場が開設されているため、全県流通圏に１市場を配

置する。 

第10次整備計画策定時 

中央 中央地方 地方小規模 小規模合計 合計

 目標年度（平成32年度）
流　通　圏

１

14

６

21

４

３

７

−

−

２

２

13

３

16

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

１

１

１

３

福　　岡

筑　　後

北九州・筑豊

合　　計

１

１

１

３

１

５

４

10

−

−

−

−

−−

※　地方卸売市場欄のかっこ書は、地域拠点市場数で、内数 

第10次整備計画策定時 

中央 中央地方 地方小規模 小規模合計 合計

 目標年度（平成32年度）
流　通　圏

５

３

６

14

１

−

−

１

３

２

６

11

（１）

（１）

（２）

２

２

６

10

（１）

（１）

（２）

１

１

−

２

福　　岡

筑　　後

北九州・筑豊

合　　計

１

１

−

２

４

３

６

13

１

−

−

１

※　地方卸売市場欄のかっこ書は、地域拠点市場数で、内数 
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　　配置計画の推進方策 
　配置計画の推進に当たっては、適正な取引の推進、関係事業者の円滑な受け入れ、当該市場
に係る地方公共団体の行政・財政状況、地域の実情などを総合的に勘案するほか、次の事項に
留意するものとする。 
ア　公設又は事業協同組合等での整備について十分考慮すること。 
イ　民営市場、卸売業者の統合に当たっては、その円滑な推進のため、市場関係団体等との緊
　密な連携を図るとともに、関係事業者による地区協議会、合併推進協議会の設置促進に努め
　ること。 
　　また、県は、統合に際して、国の制度等に関する情報提供や市場間調整を行うなど、適切
　な助言及び指導を行うこと。 
ウ　流通の拠点性を高めるため、必要に応じ総合市場としての整備を考慮すること。 
エ　地域拠点市場のうち、流通の広域化により取扱数量が増加している卸売市場については、
　今後益々、売場施設や駐車施設が手狭となるとともに貯蔵・保管施設等の不足も予想される
　ことから、事前に、十分な売場確保について考慮すること。特に都市部にあっては、周辺住
　民の安全・安心に配慮し、移転等も視野に検討すること。 
　オ　㈱日本政策金融公庫食品流通改善資金等の融通のあっせんを行うなど、施設整備における
　　資金面の援助に努めること。 

エ　花き卸売市場 
　花き卸売市場については、県内には中央卸売市場が開設されていないが、流通の広域化に
より九州・山口を商圏とし拠点的役割を果たしている５市場があるため、当該市場を地域拠
点市場として位置付けるとともに、地域市場４市場を配置する。

（３）

第10次整備計画策定時 

中央 中央地方 地方小規模 小規模合計 合計

 目標年度（平成32年度）
流　通　圏

１−１全　　県 １ １−−−

第10次整備計画策定時 

中央 中央地方 地方小規模 小規模合計 合計

 目標年度（平成32年度）

流　通　圏

10−10（５） ９（５）−全　　県 − ９−

※　地方卸売市場欄のかっこ書は、地域拠点市場数で、内数

−　 −15



卸　売　市　場　配　置　計　画 (注）

□　青　果　卸　売　市　場

福　岡

１
福岡市 福岡市 １ 福岡市中央卸売市場青果市場 中 中央卸売市場整備計画のとおり 中 青　果 32

久留米市 ２ 久留米市中央卸売市場（青果部） 中

〃 ３ 久留米〔地〕高村青果花卉市場（青果部）   民

〃 ４ 久留米センター青果〔地〕   民

小郡市 ５ 三井青果〔地〕 民

朝倉市 ６ (株)朝倉青果市場〔地〕 民

〃 ７ 甘木青果〔地〕 民

うきは市 ８ 浮羽青果〔地〕 民

八女市 ９〔地〕（株）八女中央青果市場 民

〃 10 八女青果〔地〕 民

みやま市 11 山門青果〔地〕 民

柳川市 12 柳川青果〔地〕 民

〃 13 (株)大高合同青果〔地〕 民

〃 14 (株)柳川大同青果〔地〕 民

大牟田市 大牟田市 15 大牟田丸果〔地〕 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

北九州市 北九州市 16 北九州市中央卸売市場 中 中央卸売市場整備計画のとおり 中 〃 32

飯塚市 飯塚市 17 飯塚市〔地〕（青果部） 公 地域拠点市場として存置又は移転整備 公 〃 32

中間市 中間市 18〔地〕北九州青果（株）西部支店 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

行橋市 19〔地〕北九州青果（株）南部支店 民

苅田町 20 苅田青果市場 小規模

豊前市 21 豊前小規模卸売市場 小規模

　※当事者が合意した市場のみ統合・再編

筑　後

２

市場の整備計画 区分
取扱

品目

目標

年度

以前

目標

年度

以降

流通圏

No.

配置位置

(整備後） 市町村名 市　　場　　名

当 該 流 通 圏 既 存 市 場

区分

32

32

卸売市場

整備地区

指定

備　考

　市場名欄中、地方卸売市場を〔地〕と略記する。また区分欄中、中央卸売市場、公設地方卸売市場、

第３セクター方式地方卸売市場、その他の民営地方卸売市場及び小規模卸売市場をそれぞれ中、公、準

公、民、小規模と略記し、記載する。

統合(※) 中

整備予定年度整 備 方 針

朝倉市・

うきは市
又はその周辺

統合(※) 民

〃

〃

久留米市

八女市

柳川市
又はその周辺

統合(※) 民 〃

〃 32

32

北九州

・筑豊

３
行橋市

又はその周辺
統合(※) 民 〃 32

統合(※) 民

−
　
 
−

1
6



□　水　産　物　卸　売　市　場

福岡市 １ 中 中央卸売市場整備計画のとおり 中 水産物 32

〃 ２ 民 存置整備 民 〃 32

〃 ３ 民 存置整備 民 〃 32

糸島市 糸島市 ４ 民 廃止 民 〃 ○

朝倉市 朝倉市 ５ 小規模 存置整備 民 〃 32

久留米市 久留米市 ６ 中 中央卸売市場整備計画のとおり 中 〃 32

柳川市 柳川市 ７ 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

大牟田市 大牟田市 ８ 民 存置整備 民 〃 32

北九州市 ９ 公 地域拠点市場として整備 公 〃 32

〃 10 民 存置整備 民 〃 32

飯塚市 11 公 存置又は移転整備 公 〃 32

福智町 12 民 存置整備 民 〃 32

中間市 中間市 13 民 存置整備 民 〃 32

行橋市 行橋市 14

福岡市中央卸売市場鮮魚市場

〔地〕福岡市漁協志賀島支所魚市場

〔地〕姪浜魚市場

〔地〕糸島魚市場

甘木魚市場

久留米市中央卸売市場（水産物部）

〔地〕筑後中部魚市場

〔地〕大牟田魚市場

北九州市公設〔地〕

〔地〕豊前海北部漁協柄杓田魚市場

飯塚市〔地〕（水産物部）

〔地〕筑豊魚市場

〔地〕遠賀魚市場

〔地〕行橋市魚市場 公 存置整備 公 〃 32

目標

年度

以降

流通圏

No.

配置位置

（整備後）

当 該 流 通 圏 既 存 市 場 整 備 方 針 整備予定年度
卸売市場

整備地区

指定

備　考
市町村名 市　　場　　名 区分 市場の整備計画 区分

取扱

品目

目標

年度

以前

北九州

・筑豊

３

福岡市

福　岡

１

筑　後

２

飯塚市・直

方市・田川

市又はその周辺

北九州市

−
　
 
−

1
7



□　食　肉　卸　売　市　場

□　花　き　卸　売　市　場

福岡市 福岡市 １ 民 地域拠点市場として整備 民 花　き 32

筑紫野市 筑紫野市 ２ 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

久留米市 ３ 民 統合(※)

〃 ４ 民 地域拠点市場として整備

〃 〃 ５ 民 存置整備 民 〃 32

〃 〃 ６ 公 存置整備 公 〃 32

大牟田市 大牟田市 ７ 民 存置整備 民 〃 32

北九州市 北九州市 ８ 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

〃 〃 ９ 民 地域拠点市場として整備 民 〃 32

飯塚市 飯塚市 10

〔地〕福岡花市場

〔地〕九州日観植物取引所

久留米〔地〕高村青果花卉市場（花き部）

〔地〕久留米花市場

久留米市植木農協〔地〕

久留米市〔地〕田主丸流通センター

〔地〕大牟田花市場

〔地〕北九州花市場

〔地〕（株）北九州フラワー流通センター

飯塚市〔地〕（花き部） 公 存置又は移転整備 公 〃 32

　※当事者が合意した市場のみ統合・再編

目標

年度

以前

目標

年度

以降

流通圏

No.

配置位置

（整備後）

当 該 流 通 圏 既 存 市 場 整 備 方 針 整備予定年度
卸売市場

整備地区

指定

備　考
市町村名 市　　場　　名

久留米市



朝倉市

大刀洗町

小郡市

筑紫野市那珂川町

福岡市
糸島市 春日市

大野城市

太宰府市

筑前町

宇美町

志免町 須恵町

粕屋町
篠栗町

久山町

桂川町

飯塚市

嘉麻市

川崎町

大任町

田川市

糸田町

赤村 みやこ町

行橋市

苅田町

北九州市
岡垣町

宗像市

福津市

新宮町

古賀市
宮若市

鞍手町

直方市

小竹町
福智町

香春町

中間市

遠賀町

水巻町

芦屋町

築上町

豊前市

上毛町

吉富町

添田町

東峰村

うきは市久留米市

広川町

八女市筑後市

柳川市

みやま市

大牟田市

大木町
大川市

１福岡市〔中〕青果市場 ２ ９〔地〕(株)八女中央青果市場 16

３ 10 17

　（青果部）

11 18

４

12 19

５

13 20

６

14 21

北九州市〔中〕

飯塚市〔地〕（青果部）

〔地〕北九州青果(株)西部支店

〔地〕北九州青果(株)南部支店

苅田青果市場

豊前小規模卸売市場

７

久留米市〔中〕（青果部）

久留米〔地〕高村青果花卉市場

久留米センター青果〔地〕

三井青果〔地〕

(株)朝倉青果市場〔地〕

甘木青果〔地〕

15

八女青果〔地〕

山門青果〔地〕

柳川青果〔地〕

(株)大高合同青果〔地〕

(株)柳川大同青果〔地〕

大牟田丸果〔地〕

８ 浮羽青果〔地〕

※中央卸売市場及び地方卸売市場をそれぞれ〔中〕、〔地〕と略記。

No.3　北九州・筑豊流通圏No.1 福岡流通圏 No.2　筑後流通圏

卸売市場現況図（青果）

No. 1　福岡流通圏
No. 3　北九州・　　
　 　　　筑豊流通圏

No. 2　筑後流通圏

１

２
３

４

５ ６
７

８

９10

11
12

14
13

15

16

17

18

19

20

21

：中央 ：地方 ：小規模 ：統合

−　 −19



１ ６ ９

２ ７ 10

３ ８ 11

４ 12

５ 13

14

福岡市〔中〕鮮魚市場 久留米市〔中〕（水産物部） 北九州市公設〔地〕

〔地〕福岡市漁協志賀島支所魚市場 〔地〕筑後中部魚市場 〔地〕豊前海北部漁協柄杓田魚市場

〔地〕姪浜魚市場 〔地〕大牟田魚市場 飯塚市〔地〕（水産物部）

〔地〕糸島魚市場 〔地〕筑豊魚市場

甘木魚市場 〔地〕遠賀魚市場

〔地〕行橋市魚市場

※中央卸売市場及び地方卸売市場をそれぞれ〔中〕、〔地〕と略記。

No.1 福岡流通圏 No.2　筑後流通圏 No.3　北九州・筑豊流通圏

朝倉市

大刀洗町

小郡市

筑紫野市那珂川町

福岡市
糸島市 春日市

大野城市

太宰府市

筑前町

宇美町

志免町 須恵町

粕屋町
篠栗町

久山町

桂川町

飯塚市

嘉麻市

川崎町

大任町

田川市

糸田町

赤村 みやこ町

行橋市

苅田町

北九州市
岡垣町

宗像市

福津市

新宮町

古賀市
宮若市

鞍手町

直方市

小竹町
福智町

香春町

中間市

遠賀町

水巻町

芦屋町

築上町

豊前市

上毛町

吉富町

添田町

東峰村

うきは市久留米市

広川町

八女市筑後市

柳川市

みやま市

大牟田市

大木町
大川市

卸売市場現況図（水産物）

No. 1　福岡流通圏
No. 3　北九州・　　
　 　　　筑豊流通圏

No. 2　筑後流通圏

９

１

２

３
４

７

６

８

10

11

12

13

14

５

：中央 ：地方 ：小規模

−　 −20



〔　食　 肉　〕

〔　花　 き　〕

１ ５

２ ６ 10

３ ７

（花き部） 

４ ８

〔地〕福岡花市場 久留米市植木農協〔地〕 〔地〕(株)北九州フラワー流通センター９

〔地〕九州日観植物取引所 久留米市〔地〕田主丸流通センター 飯塚市〔地〕（花き部）

久留米〔地〕高村青果花卉市場 〔地〕大牟田花市場

〔地〕久留米花市場 〔地〕北九州花市場

※中央卸売市場及び地方卸売市場をそれぞれ〔中〕、〔地〕と略記。

全              　　　　　　　　　　　　　　　県

全　　　　県  　福岡市〔中〕食肉市場１

朝倉市

大刀洗町

小郡市

筑紫野市那珂川町

福岡市
糸島市 春日市

大野城市

太宰府市

筑前町

宇美町

志免町 須恵町

粕屋町
篠栗町

久山町

桂川町

飯塚市

嘉麻市

川崎町

大任町

田川市

糸田町

赤村 みやこ町

行橋市

苅田町

北九州市
岡垣町

宗像市

福津市

新宮町

古賀市
宮若市

鞍手町

直方市

小竹町
福智町

香春町

中間市

遠賀町

水巻町

芦屋町

築上町

豊前市

上毛町

吉富町

添田町

東峰村

うきは市久留米市

広川町

八女市筑後市

柳川市

みやま市

大牟田市

大木町
大川市

卸売市場現況図（食肉・花き）

１

１

２

３
４
5 ６

７

８

９

10

：食肉 ：花き ：統合

−　 −21



　卸売市場の立地については、大規模小売業者、外食産業事業者等の広域チェーン展開等による

生鮮食料品等流通の広域化、大都市圏等の交通混雑等を勘案し、開設者及び卸売業者等の円滑か

つ安定的な業務運営が確保されるよう十分な見通しを踏まえて行う。この場合、特に次の事項に

ついて留意する。 

（１）

（２）

（３）
（４）

　周辺の土地利用との調整を考慮し、都市計画等との整合性が確保されること。特に、流通業

務市街地の整備に関する法律（昭和41年法律第110号）に基づく流通業務施設の整備に関する

基本方針との関連性に配慮すること。 

　道路など生鮮食料品等流通に関連する公共インフラの整備計画との整合性が確保され、か

つ、災害時等も考慮して交通事情が良好な場所であること。 

　各種施設が適切に配置され、施設利用の効率性が確保され得る地形であること。 

　生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域であること。 

　施設の種類は、次に示すとおりとし、商品・小売の形態や取引方法の変化・多様化、情報化の

進展、物流技術の進歩、食の安全や環境問題に対する社会的要請の高まり等に対応して必要とな

る施設を計画的に整備するとともに、整備された施設の効率的な利用及び維持管理の適正化に十

分配慮する。 

　売場施設   

　駐車施設 

　貯蔵・保管施設 

　輸送・搬送施設 

　衛生施設     

　情報・事務処理施設     

　管理施設 

　加工処理施設 

　福利厚生施設 

　関連事業施設 

　以上の施設に附帯する施設 

　なお、水産物産地市場については、以上のほかに、海水浄化施設、水揚・選別機械設備、計量

施設等を実情に応じ整備する。 

 

  

　別記に基づいて算定される施設規模を確保する。

　卸売市場施設の配置、運営及び構造については、生産者及び実需者のニーズや社会的要請に的

確に対応する必要があることを踏まえ、卸売市場で取り扱う生鮮食料品等の品質管理の向上や加

工処理等の機能の強化、さらには環境問題へのより積極的な取組や災害時等の緊急事態への対応

第５　近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標

　１　立地に関する事項

　２　施設の種類に関する事項

　

３　施設の規模に関する事項

４　施設の配置、運営及び構造に関する事項

−　 −22



機能の強化等に向けて、特に次の事項に留意する。その際、公設卸売市場においては、公営企業

の経営原則を踏まえ、健全な市場会計が確保されるよう適切な施設整備と運営の合理化に努め、

特に、施設整備におけるPFI事業の活用、施設管理における民間委託の推進や地方自治法（昭和

22年法律第67号）に基づく指定管理者制度の活用を通じ、整備・運営コストと市場使用料の抑制

等に努める。さらに、卸売市場の利用者が受ける便益等に応じた費用負担の適正化の観点から、

施設の使用料、入場料等の徴収についても検討する。

　卸売市場施設については、その導入に当たっての費用対効果や市場経営に及ぼす影響、共

同施設の利用に関する卸売業者、仲卸業者等の市場関係業者間の調整、それら業者の経営へ

の影響等を考慮しつつ、当該卸売市場の経営戦略に即した計画的な整備・配置を推進するこ

と。 

　周辺の卸売市場と連携した流通を行う拠点的な役割を担う中央卸売市場においては、大型

車両にも対応可能な保管・積込施設、全国の産地や卸売市場との間での情報の迅速な処理を行

うために必要な情報処理施設等の整備・配置を計画的に推進すること。その際、開設者は、

複数の中央卸売市場に分散して投資することにより、整備の効率性が阻害されることのない

よう十分留意すること。 

　産地との連携強化により魅力的かつ特色ある商品の品揃えを充実させ、それらに係る集

荷・販売力を強化するため、高品質な生鮮食料品等の円滑かつ効率的な集荷、選果・選別等

に対応可能な貯蔵・保管施設、輸送・搬送施設等の整備・配置を計画的に推進すること。 

　よりきめ細かなサービスを求める大規模小売業者、専門小売業者、外食産業事業者等のニー

ズへの対応を強化するため、提供する多様なサービスに応じた加工処理施設、貯蔵・保管施設、

輸送・搬送施設等の整備・配置を計画的に推進すること。また、施設の配置に当たっては、関

連ノウハウを有する加工業者等の市場外業者との連携も考慮すること。あわせて、消費者ニー

ズに応える商品供給のため市場関係業者が一体となって行うリテイルサポート（小売支援活

動）等の取組に配慮した施設の運営に努めること。 

　コールドチェーンの確立を含めた卸売市場における品質管理に対する生産者及び実需者の

ニーズに対応するため、低温の卸売場や荷さばき場、温度帯別冷蔵庫等の低温（定温）管理・

多温度帯管理施設や、衛生施設等の品質管理の高度化に資する施設の整備・配置を計画的に

推進すること。その際、HACCP（食品製造等に関する危害要因を分析し、特に重要な工程を監

視・記録するシステム）の考え方を採り入れた品質管理や、外部監査を伴う品質管理認証の

取得に取り組む卸売市場にあっては、必要となる施設の早急な整備・配置に努めること。ま

た、施設の整備・配置に当たっては、取扱物品の構成、生産者や実需者のニーズ、施設整備

に伴う場内物流の効率性への影響、卸売業者や仲卸業者のコスト負担、立地条件、地域性等

を勘案した導入の効果や必要性等も考慮しつつ、卸売市場ごとに低温（定温）管理施設の整

備に係る数値目標や方針を事前に策定すること。さらに、施設運営に当たっては、コールド

チェーンシステムの確立を含めた取扱物品の品質管理を徹底する観点から、適切な温度管理

の徹底に十分配慮すること。 

　新規需要の創出を通じた市場関係業者の経営体質の強化、さらには市場取引の活性化を図

る観点から、立地条件等を踏まえつつ、卸売市場が国産農林水産物の輸出に係る拠点として

の機能を発揮するため、必要に応じて、輸出先が求める品質管理、小分け・包装、多品目混

載等に対応可能な施設を整備・配置すること。

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)
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(７)

(８)

(９)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

　太陽光発電等による新たなエネルギーの産出とその活用、省電力設備の導入のほか、食品

廃棄物、容器包装等のリサイクルに資する施設や塵埃及び汚水の処理施設の整備・配置、さら

には通い容器の導入等による物流業務の効率化に努めるとともに、管理棟の木質化を推進す

ること。また、新たな投資についての卸売業者や仲卸業者の負担を考慮しつつ、実態を十分

に踏まえ、卸売市場ごとに、温室効果ガスや廃棄物の削減など環境負荷の低減に係る数値目

標や方針を事前に策定した上で、計画的に取り組むこと。 

　取扱数量の増大が見込まれる卸売市場にあっては、各種施設の増設余地の確保、施設の立 

体化等に努めること。特に、大都市にある卸売市場においては、土地の高度利用を図る観点か

ら、立体的かつ効率的な施設の配置とすること。 

　大規模増改築等卸売市場施設の新設に当たっては、原則として外気の影響を極力遮断する 

閉鎖型の施設とすること。 

　施設配置に当たっては、場内搬送経路の最適化を十分考慮するとともに、必要に応じて自

動搬送施設の導入等を行うこと。また、場外における交通渋滞等を緩和するため、車両誘導

の効率化等を図ること。 

　卸売市場の運営の効率化と卸売市場における物流業務の効率化を図るため、 

①　生産者や実需者とのデータ連携や取引の効率化に資する生鮮EDI標準（受発注等の情報

　を電子的に交換する方法の標準的な取決め）の導入及び電子タグ（メモリ機能を有する極

　小のICチップとアンテナを内蔵した荷札（タグ））等の情報通信技術の活用。 

②　産地や実需者と連携して、流通コストの削減や流通における環境負荷の軽減に資する通い

　容器等の導入

に積極的に取り組むこととし、必要に応じて市場内におけるLAN（構内情報通信網）や通い容

器に対応した搬送施設の整備と通い容器の一時保管場所の確保に努めること。 

　卸売市場施設の構造については、流通事情の変化や情報通信技術の進展に柔軟に対応でき

るものとすること。 

　卸売市場に対する理解醸成とともに、卸売市場の多様な機能の発揮を図る観点から、必要

に応じて、展示・見学施設、研修施設、多目的ホール、アメニティー機能（快適性）を持つ

施設等関連施設の整備を図るほか、周辺環境との調和を図る観点から可能な限り緑地帯等を

設置すること。 

　食肉を取扱品目とする中央卸売市場については、輸入食肉の増加、部分肉流通の進展等に

即応して集荷・販売力の向上を図るなど価格形成市場として十全の機能が発揮し得るよう整

備し、運営の改善を図ること。

　卸売市場における公正な取引と透明性をもった適切な価格形成を引き続き確保する。その際、

卸売市場における取引規制の基本原則は維持しつつ、特に次の事項に留意して、効率的な取引の

確保や卸売業者、仲卸業者等の負担軽減のための措置を講じ、卸売市場における取引を生産者及

び実需者のニーズに的確に対応させるとともに、その活性化を図る。 

（１）　各卸売市場においては、当該卸売市場の経営戦略に即した機能の強化等に向けた取組を的

第６　取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する
　　基本的な事項
　 1　取引の合理化に関する事項

じんあい
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(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

確に遂行するため、市場取引委員会の場等を活用して十分な議論を行い、卸売業者と仲卸業

者との連携の下、それぞれの卸売市場に適合したバリューチェーン（生産から加工、流通、

販売に至るまで、各事業が有機的につながり、それぞれの工程で付加価値を生み出していく

プロセス）の構築やサプライチェーンマネジメントシステム（商品供給最適管理システム）

の確立等による市場流通の効率化に積極的に取り組むこと。 

　卸売市場の集荷力の低下や産地と実需者間における直接取引の拡大に対応するため、集荷

の共同化、双方向・相互融通での荷揃え、販売の相互連携等の複数の卸売市場間における効

果的な連携や新商品の開発等のための産地や実需者との連携を推進し、集荷・販売力の向上

を通じた市場取引の活性化を図ること。なお、市場間連携に取り組むに当たっては、卸売市

場における取引秩序に混乱を来すことのないよう、市場取引委員会の場等を活用して利害関

係者の意見を十分に聴くとともに、協定等の締結や資本関係の構築等を積極的に行うことに

より、卸売市場ごとの強みを十分に発揮した共存・共栄関係の構築に努めること。 

　卸売市場における売買取引の方法については、各卸売市場の経済的な地歩、取扱品目の性

質、売手・買手の特徴等の実態を反映するとともに、実需者の要望や地元生産者及び中小買

受人の安定的な取引機会にも配慮しつつ、卸売市場及び品目ごとの特性に応じた合理的な方

法を設定し、これを遵守すること。また、中央卸売市場開設者においては、せり・入札対象

物品に係る設定、特に法第35条第 1項第 2号に係る物品（いわゆる 2号物品）のせり・入札

割合の設定に当たって、当該卸売市場の経営戦略や取扱物品の需給動向等も踏まえて、柔軟

かつ戦略的に行うこと。なお、売買取引の方法については、市場取引委員会の場等において

不断の検証を行い、必要に応じて見直しを行うこと。 

　生産者や実需者のニーズに対応した迅速かつ的確な取引を推進するため、必要に応じて、

法令で定められた取引ルールに係る例外措置の適切な活用を図ること。特に、商取引を含む

社会全体の電子化の進展に対応して卸売市場の売買取引における情報通信技術の利用を一

層推進するため、電子商取引の導入を推進するとともに、電子商取引に係る商物一致原則の

例外措置の適用が可能な売買取引においては、その活用に努めること。 

　開設者においては、売買取引に係る事務手続について、市場取引委員会の場等を活用し利

害関係者の意見を十分に聴き、当該卸売市場の経営戦略も踏まえて、法令の範囲内でより迅

速かつ簡易なものとする等柔軟な運用に努めること。特に、生産者や実需者のニーズへの的

確な対応と卸売業者や仲卸業者の負担軽減を図るため、法令に基づかない事前承認、各種書

類の提出・報告の義務付け等について、その必要性を十分に検証した上で、法令に規定され

ていない事務手続の原則廃止、法令に規定されている事務手続と密接な関連を有する事務手

続の電子化への移行等を積極的に講じ、事務手続の簡素化を徹底すること。また、生産者か

ら実需者に至るまでの流通全体を通じた情報通信技術の活用や生鮮EDI標準の導入、様式・

書式の統一等による事務の効率化に向けた取組を推進すること。 

　相対取引が増加している中で、卸売市場における価格形成の透明性を維持、向上し、公正

な取引を推進するため、あらかじめ、開設者、卸売業者、仲卸業者等の市場関係者間におい

て十分な議論を行った上で、開設者や卸売業者は、日ごと、月ごとの時系列で整理したデー

タの提供やインターネット上における検索機能の充実、データ保存期間の延長等、仲卸業者

や専門小売業者その他の実需者、生産者等幅広い関係者のニーズや利便性にも可能な限り配

慮した取引情報の提供に努めること。 
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(７)

(８)

(９)

(10)

(11)

(１)

(２)

(３)

　商品形態の変化、多温度帯流通の進展、卸売市場の休業日の増加等に対応した施設の整備

を図るとともに、商品の特性に応じた荷さばき、保管等に努めること。 

　加工処理施設、貯蔵・保管施設及び輸送・搬送施設の整備に当たっては、電子商取引、予約

相対取引や見本取引の進展等取引方法の変化、小売形態の変化、荷さばき、保管、搬送等の

効率化等に配慮すること。また、場外保管施設の適切な活用を推進すること。 

　自動荷さばき・搬送システム、パレット輸送システム、自動倉庫等の体系的利用により、

荷役労働の省力化を計画的に推進すること。 

　商品管理の適正化、食品衛生の確保、ロジスティクス（戦略的物流管理システム）の展開方向、

市場労働の省力化等に配慮し、特に次の事項に留意する。 

　開設者、卸売業者、仲卸業者等は、施設の整備と併せて、生鮮食料品等の鮮度保持のための温

度管理、市場内の施設や用具等の洗浄・殺菌、場内搬送車両の無公害化、品質管理の責任者の設

　大規模小売業者等の優越的な地位の濫用により、卸売市場における価格形成において需給

以外の要素で価格が形成されることのないよう、各卸売市場においては、取引条件の明確化、

書面化の促進等について積極的に取り組むとともに、優越的な地位の濫用が疑われる行為が

あった場合に行政の相談窓口の積極的な活用を図ることにより、卸売市場における適正な取

引環境の形成に努めること。 

　卸売市場における売買取引について、円滑・確実な決済を確保すること。また、各卸売市

場においては、それぞれの取引実態等をよく踏まえた上で、決済事故に対するリスクを軽減

する方策について十分な議論を行うこと。 

　市場関係者の専門的な知見を十分に活用しつつ、公正な取引と機動的かつ効率的な市場運

営を確保するため、開設者は、各卸売市場の実態に応じて、市場取引委員会について、実務

担当者から成る部会の設置等による機動的・弾力的な開催や、卸売市場全体の利益を考える

ことができる幅広い視野を有する学識経験者等への委員委嘱等を通じ、適切な調査審議がな

されるよう努めるとともに、経営戦略的な視点から卸売市場全体としての統一的な意思決定

を的確に行うよう努めること。 

　取扱物品に対する消費者等の信頼を確保し、その安心につなげていくため、 

①　原産地表示の徹底等による公正な取引の確保 

②　生産履歴情報等の適切な確認・伝達 

③　食品衛生上不良な食品の流通防止に向けた検査体制の充実 

④　生鮮食料品等の仕入先及び仕入日、販売先及び販売日等の入出荷に係る記録の適切な作 

　成・保存を通じたトレーサビリティの確保

　に取り組むこと。なお、その際には業務の効率化を通じたコストの削減に最大限努力するこ

　と。 

　卸売市場に対する生産者、実需者、さらには消費者の信頼の確保と向上に向けて、卸売市

場関係業界における自主行動計画や、卸売業者及び仲卸業者における企業行動規範の策定を

推進すること等により、コンプライアンス（法令遵守）の徹底に努めること。

 ２　物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項

３　物品の品質管理の高度化に関する事項
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置と責務の明確化等の品質管理の高度化のための措置に取り組むとともに、当該措置を内容とす

る品質管理高度化規範の策定、同規範の内容及び遵守状況についての不断の検証並びに社内遵守

体制の強化を推進することにより、荷受けから卸売、仲卸、配送に至るまでの各段階において品

質管理の高度化に取り組む。 

　この場合、水産物及び食肉を取り扱う卸売市場においては、食品衛生法（昭和22年法律第233

号）に基づく公衆衛生の見地から必要な施設の基準や公衆衛生上講ずべき措置の基準を遵守する

とともに、食肉におけると畜段階においては、と畜場法（昭和28年法律第114号）等に基づく構

造設備の基準や衛生管理の基準の遵守、食道や直腸の結紮やナイフの消毒等に取り組む。 

　さらに、卸売市場における品質・衛生管理の質的向上を図り、その機能と信頼を向上させる観

点から、各卸売市場においては、基本的な衛生管理の徹底のみならず、HACCPの考え方を採り入れ

た品質管理や外部監査を伴う品質管理認証の取得等を通じた、より組織的・体系的な品質管理体

制の構築を図る。特に、輸出に取り組む卸売市場にあっては、輸出先の法令で求められるHACCP

に基づく衛生管理の導入等の品質管理の高度化に取り組む。

　卸売業者及び仲卸業者については、集分荷機能、情報受発信機能等の卸売市場の機能を実際に

担う主体であることを踏まえ、卸売市場ごとの経営戦略に即した機能強化、卸売市場に対する信

頼の確保等に向けて、特に次の事項に留意し、その経営体質の強化等を図る。

(１)

(２)

(３)

(４)

　生産者の生産状況や実需者の需要状況に対応した計画的かつ安定的な集荷・販売力の強化

に向けて、現状における経営上の強み・弱み等を分析の上、 

①　消費者、実需者等の需要動向を踏まえた産地に対する営農指導、出荷支援のほか、地域

　特産物のブランド化、特色ある地場産品や規格外品等の流通特性も踏まえた品揃えの強化、

　新商品の開発、小売や加工・業務用需要とのマッチング等に関する産地との連携強化 

②　大規模小売業者、専門小売業者、外食産業事業者等のニーズに対応した加工処理、貯蔵・

　保管、輸送・搬送、リテイルサポート等の機能強化による実需者との連携強化

に積極的に取り組むこと。 

　生鮮食料品等の流通の中間に位置する立場を活かし、卸売業者・仲卸業者の相互連携の下、

川上・川下双方に対するコーディネート機能を発揮し、国内産の農林水産物の新たな需要の

喚起と需要に対応した供給体制の確立に努めること。その際、価格動向のほか、実需者ニー

ズ、産地の出荷動向・出荷戦略、商品情報等の多様な情報について、情報通信技術の積極的

な活用を通じて、その把握と産地や実需者へのフィードバックを的確に行うなど、情報受発

信の取組を強化すること。 

　卸売業者、仲卸業者、生産者、実需者等の関係業者間における提携関係の強化を図りつつ、

大型産地・大型ユーザーとの対等な取引関係の構築に努めるとともに、予約相対取引の活用

等により、産地における計画的かつ安定的な生産・出荷に対するニーズや、食品加工業者、

外食産業事業者、大規模小売業者等における定時・定量・定質・定価格での安定的な取引に

対するニーズへの積極的な対応を図ること。その際、天候不順等により契約数量の確保が困

難な場合のリスク負担のあり方等について契約当事者間で十分に協議すること。 

　取扱物品の付加価値を高め、販売力の強化や新規需要の創出を通じた経営体質の強化を図

　

第７　卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標

　 1　卸売業者及び仲卸業者に共通する事項

さつ
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部 類 別 
市 場 別 

青 果 物 
 

水 産 物 
卸売業者 

花  き 
卸売業者 

中 央 卸 売 市 場 ２７０   ３８０   １６０  

地 方 卸 売 市 場 
（水産物産地市場を除く） 

１３０   １６０   ９０   

（注）この表に示す水準は、平成25年度の価格水準で、経営コストの低減、取引規模の
　　拡大を図る観点から示したものである。

 
 

卸売業者

(５)

(６)

(７)

(１)

(２)

るため、市場関係業者の新たなビジネス機会の創出に資する場合は、卸売市場が有する集荷

機能や販売先に関する情報受発信機能等を活かし、国内産の農林水産物の輸出に係る拠点と

しての積極的な機能発揮に努めること。その際、産地、他の卸売市場、関連機関等との連携

強化を図り、品揃え、数量、リードタイム、出荷期間等の取引先のニーズに対応できる集出

荷体制の構築と、輸出先の法令で求められる衛生・品質管理に取り組むこと。 

　産地情報と消費者・実需者のニーズの双方に通じ、求められる商品特性や多様な販路に係

る知見等を有するといった強みを活かし、市場関係業者の新たなビジネス機会の創出に資す

る場合は、生産者が行う 6 次産業化への取組に対する積極的な参画に努めること。 

　卸売業者や仲卸業者が機能強化や経営の合理化に向けた取組を進めるに当たっては、共同

出資会社の設立、資本提携等両者の連携・協働に十分留意して行うこと。 

　経営能力を有する人材の育成、新規労働力の確保とその教育、熟練労働力、若手及び女性

の活用等を通じた人的資源の強化に取り組むとともに、責任体制の確立に努めること。 

 

　卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保し、十分な卸売機能を果たしていくため、経営規

模の拡大及び経営体質の強化を図ることとし、特に資本の充実、従業員の資質の向上、省力

化システムの導入等による生産性の向上に努めること。 

　その際、市場間、市場内、市場外流通等による競争実態、情報システムの整備状況等を踏ま

えつつ、合併や営業権の譲受け等による統合大型化や株式上場による資本強化、さらには卸売

市場を越えた卸売業者間の資本関係の構築等による連携関係の強化を図ること。 

　この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、目標年度における従業員 1人当

たりの取扱金額の水準（下表）を達成することを目安とするとともに、異なる卸売市場や取扱

品目を異にする卸売業者同士の統合大型化や連携強化も視野に入れた対応を行うこと。

　

　経営状況の悪化に対処し、経営の健全性を確保し、卸売市場に対する信頼性を高めるため、

増資等により財務体質の強化を図るとともに、経営再編によるコストの低減や経営多角化によ

る経営改善に取り組むこと。特に、地方卸売市場にあっては、県が定める指導監督に係る指針、

財務基準等を踏まえ、経営状況の評価と経営の早期改善を図ること。また、業務の適正かつ健

全な運営を確保する観点から、開設者、県等は、指導監督に係る指針に即して適切な指導を行

うとともに、長期にわたって改善が図られない卸売業者に対して、改善計画の達成状況のフォ

ローアップを濃密に行い、必要に応じて改善時期や改善事項の明確化も含めた計画見直し等を

指導すること。 

（単位；百万円）

　２　卸売業者
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部 類 別 
市 場 別 

青 果 物 
仲卸業者 

水 産 物 
仲卸業者 

花  き 
仲卸業者 

中 央 卸 売 市 場 １００   １００   ７０   

地 方 卸 売 市 場 
（水産物産地市場を除く） 

９０   ８０   ５０   

（注）この表に示す水準は、平成25年度の価格水準で、経営コストの低減、取引規模の
　　拡大を図る観点から示したものである。

 
 

(３)

(４)

(１)

(２)

(３)

(４)

　さらに、卸売業者の経営の安定を図るため第三者による適時適切な経営評価の実施に努める

こと。

　管理部門について、計画的な経営管理システムの整備、責任体制の確立等を図り、事業の

計画的かつ一体的な運営の確保と経営コストの縮減に努めること。 

　卸売業者の経営は、手数料収入に大きく依存している場合も依然としてあることから、そ

の提供する機能・サービスの充実に努め、それに見合った手数料収入を通じて経営体質の強化

に努めること。  

 

 

　仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保し、十分な仲卸機能を果たしていくため、経営

規模の拡大及び経営体質の強化を図ることとし、その際、各卸売市場や取り扱う商品の実態、

従業員の高齢化、後継者の有無等を踏まえ、合併や営業権の譲受け等による統合大型化を図る

とともに、必要に応じて仲卸組合の共同事業として廃業する仲卸業者の営業権の取得等に取り

組むこと。 

　この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、目標年度における従業員 1人当

たりの取扱金額の水準（下表）を達成することを目安とするとともに、異なる卸売市場や取扱

品目を異にする仲卸業者同士の統合大型化も視野に入れた対応を行うこと。

　経営状況の悪化に対処し、経営の健全性を確保し、卸売市場に対する信頼性を高めるため、

財務体質の強化を図るとともに、経営改善に取り組むこと。その際、開設者が定める指導監

督に係る指針、財務基準等を踏まえ、経営状況の評価と経営の早期改善を図ること。また、

業務の適正かつ健全な運営を確保する観点から、開設者は、指導監督に係る指針に即して適

切な指導を行うこと。 

　小売業者、外食産業事業者等の仕入ニーズの適切な把握に努め、これに対応した商品の小分

けや事前処理、保管・配送等の販売業者機能を強化することにより、小売業者への支援を図る

こと。また、就労体系の整備等により小売業者等の営業の動向に対応した卸売市場の休業日に

おける営業の実現に努めること。 

　情報通信機器の活用等による経営管理システムの確立や、経営再編等による経営合理化、共

同配送等により、コストの削減を進めること。

（単位；百万円）

　３　仲卸業者
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１　情報化は、取引の公開性を高め、多様な取引方法の導入に資するなど、迅速かつ的確な取引

　を推進する前提となることに加えて、市場行政の効率化、取引事務のペーパーレス化、物流の

　省力化等市場運営及び関係業者の経営の合理化に直結することから、早急にその推進を図るこ

　と。 

２　最新の物流システムの導入、福利厚生施設の充実等卸売市場の労働環境の改善を通じた魅力

　ある職場づくりに努めること。 

３　関連事業者については、卸売市場が食料品総合卸売センターとしての機能や、加工、配送、

　保管等のニーズに対応した機能の充実を図る上でも重要なことから、その体質改善と経営の活

　性化を図ること。 

４　災害時等の緊急事態に際し卸売市場が果たす機能の重要性に鑑み、防災性に配慮した施設整

　備を行うとともに、協定締結等を通じた自治体等関係機関との連携強化や災害発生時に備えた

　複数市場間におけるネットワーク構築等を通じて、緊急事態に際しても、卸売市場の機能が可

　能な限り維持されるよう努めること。特に、開設者、卸売業者、仲卸業者等は、緊急事態に際

　しても業務を確実に継続できるような体制を確立するため、BCP（事業継続計画）の策定に取り

　組むこと。また、食の安全に係る事件、事故等が発生した場合でも、客観的事実や科学的根拠

　に基づき、公正な取引の確保及び適切な価格形成に努めること。 

５　市民のための卸売市場の役割を重視し、卸売市場への理解を醸成し、「食」や「日本食文化」

　に関する卸売市場の知見を消費者に効果的に提供する観点から、食のイベント、学校教育のた

　めの市場見学会等の市民と卸売市場との交流を深める機会の確保や消費者を対象とした表示等

　に関する講習会、料理教室等の機会の提供等の取組を推進すること。その際、卸売市場は生鮮

　食料品等の卸売を行う場であることを前提としつつ、卸売業務への影響や市場内の衛生管理、

　入場者の安全の確保等に十分留意するとともに、市民の入場可能時間の設定も含めて事前に関

　係者間で十分な調整を図ること。また、卸売市場が生鮮食料品等を地域内に安定的に供給する

　ための基幹的な社会インフラであるとの認識の下、地域社会との共生や地域の小売業者等との

　協働にも配慮すること。 

６　卸売市場に関する情報については、取引結果及び卸売業者の財務を適切に公表するとともに、

　広く消費者に対し卸売市場の役割、生鮮食料品等に対する知識、消費者の信頼向上に向けた市

　場関係者の取組状況等について発信・普及するため、インターネット等を活用し、卸売市場に

　関する様々な情報を効果的・効率的に広く公開・提供するよう努めること。 

 

第８　その他
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別記

卸売市場施設規模算定基準

１ 売場施設の必要規模 

 目標年度における売場施設（卸売場、仲卸売場及び買荷保管所又は積込所）の必要規模の算定は、

過去の取扱数量等を基に、目標年度における１日当たり市場流通の規模を推定し、次の算式により行

う。

    ｇｔ・ｆｉ 
Ｓｉ ＝                    ＋ Ｒｉ 

μｉ 

Ｓｉ：目標年度における売場施設の必要規模

ｇｔ：目標年度における１日当たりの市場流通の規模

ｆｉ：売場施設経由率 

μｉ：目標年度における売場施設単位面積当たり標準取扱数量

Ｒｉ：売場施設通路面積

 ｉ：各売場施設

２ その他の卸売市場施設の必要規模

その他の卸売市場施設の必要規模の算定は、実情に応じて行う。

３ 駐車場の必要規模

目標年度における駐車場の必要規模の算定は、目標年度における１日当たり市場流通の規模に基づ

いて、自動車による搬入及び搬出の状況、場内運搬車の利用状況、販売開始時間、買出しの状況、従

業員の自家用車利用状況等を考慮して、次の算式により行う。

ｇｔ 
Ｓｔ ＝ ２５㎡ ・             ＋ Ｍ 

μｏ 

Ｓｔ：目標年度における駐車場の必要規模

ｇｔ：目標年度における１日当たり市場流通の規模

μｏ：１台当たり積載数量

Ｍ：その他業務用及び通勤用自動車台数

４ 市場用地の必要規模

目標年度における市場用地の必要規模の算定は、目標年度における各施設の必要規模の合計に駐車

場の必要規模及び円滑な市場内交通を確保する建物外部の通路の必要規模を加算して得られる規模

と卸売市場の立地条件、市場流通の見通し等を考慮した増設余力を見込んで、次の算式により行うも

のとする。

Ｓ ＝ （１＋ａ）・（ΣＳｉ＋Ｓｔ＋Ｒ）

Ｓ：目標年度における市場用地の必要規模

ａ：増設余力指数 

Ｓｉ：各施設の必要規模 

Ｓｔ：駐車場の必要規模 

Ｒ：建物外部の通路の必要規模
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付　記

福岡県卸売市場整備計画について（答申）

既設市場業者一覧

福岡県卸売市場審議会委員名簿





平成２８年１１月２４日 

福岡県知事　殿

福岡県卸売市場審議会

会長 松本　國寛

福岡県卸売市場整備計画について（答申）

平成２８年９月１日２８園振第１７４０号で諮問のあった標記の計画については、適

当と認めます。



既 設 市 場 業 者 一 覧 

□ 青 果 卸 売 市 場

市　　　　場　　　　名 取扱品目 卸　売　業　者　名

 福岡市［中］ 青果市場 青 果 福岡大同青果(株) 

 久留米市［中］
＊
（青果部） 〃 久留米青果(株)

 久留米[地]高村青果花卉市場
＊
（青果部） 〃 (有)高村青果花卉市場

 久留米センター青果［地］ 〃 久留米センター青果(株)

 三井青果［地］ 〃 三井青果(株)

 (株)朝倉青果市場［地］ 〃 (株)朝倉青果市場

 甘木青果［地］ 〃 (株)中央青果市場

 浮羽青果［地］ 〃 浮羽青果(株)

［地］(株)八女中央青果市場 〃 (株)八女中央青果市場

 八女青果［地］ 〃 八女青果(株)

 山門青果［地］ 〃 山門青果(株)

 柳川青果［地］ 〃 柳川青果(株)

 (株)大高合同青果［地］ 〃 (株)大高合同青果地方卸売市場

 (株)柳川大同青果［地］ 〃 (株)柳川大同青果市場

 大牟田丸果［地］ 〃 大牟田青果(株)

 北九州市［中］ 〃 北九州青果(株)

 飯塚市［地］
＊
（青果部） 〃 ファーマインド新筑豊青果(株)

［地］北九州青果(株)西部支店 〃 北九州青果(株)

［地］北九州青果(株)南部支店 〃 北九州青果(株)

 苅田青果市場＊＊ 〃 苅田青果(有)

 豊前小規模卸売市場＊＊ 〃 豊前青果協同組合

計 ２１市場 計 １９業者

＊：同一卸売市場において複数の取扱品目の部類を有するもの

＊＊：小規模卸売市場
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□ 水 産 物 卸 売 市 場 

市　　　　場　　　　名 取扱品目 卸　売　業　者　名

福岡市［中］ 鮮魚市場 水 産 物
(株）福岡魚市場

福岡中央魚市場(株）

［地］福岡市漁協志賀島支所魚市場 〃 福岡市漁業協同組合

［地］姪浜魚市場 〃 (株）姪浜魚市場

［地］糸島魚市場 〃 糸島鮮魚販売(株）

甘木魚市場＊＊ 〃 (株）甘木魚市場

久留米市［中］
＊
（水産物部） 〃 福岡県魚市場(株）

［地］筑後中部魚市場 〃 〃

［地］大牟田魚市場 〃 〃

北九州市公設［地］ 〃
九州魚市(株）

北九州中央海産市場(株）

［地］豊前海北部漁協柄杓田魚市場 〃 豊前海北部漁業協同組合

飯塚市［地］
＊
（水産物部） 〃 福岡県魚市場(株）

［地］筑豊魚市場 〃 〃

［地］遠賀魚市場 〃 〃

［地］行橋市魚市場 〃 （株）行橋水産

計 １４市場 計  １１業者

＊：同一卸売市場において複数の取扱品目の部類を有するもの

＊＊：小規模卸売市場

□ 食 肉 卸 売 市 場

市　　　　場　　　　名 取扱品目 卸　売　業　者　名 

福岡市［中］ 食肉市場 食　肉 福岡食肉市場(株）

計 １市場 計 １業者

−　 −34



□ 花 き 卸 売 市 場

市　　　　場　　　　名 取扱品目 卸　売　業　者　名

［地］福岡花市場 花　き 福岡県花卉農業協同組合

［地］九州日観植物取引所 〃 九州日観植物（株）

 久留米[地]高村青果花卉市場
＊

（花き部） 〃 (有）高村青果花卉市場

［地］久留米花市場 〃 久留米花卉園芸農業協同組合

 久留米市植木農協［地］ 〃 久留米市植木農業協同組合

久留米市［地］田主丸流通センター 〃 田主丸町植木農業協同組合

［地］大牟田花市場 〃 大牟田花市場協同組合

［地］北九州花市場 〃 福岡県花卉農業協同組合

［地］(株）北九州フラワー流通センター 〃 (株）北九州フラワー流通センター

 飯塚市［地］
＊
（花き部） 〃 (株）飯塚花市場

計 １０市場 計 ９業者

＊：同一卸売市場において複数の取扱品目の部類を有するもの
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福 岡 県 卸 売 市 場 審 議 会 委 員 名 簿
（順不同）

選出区分 氏 名 職 名 審議会役職名

学

識

経

験

者

県議会
松本 國寛 県議会議員（農林水産委員） 会長

高橋 雅成 県議会議員（農林水産委員） 会長職務代理者

学 識

経験者

波積 真理 熊本学園大学商学部教授

青木 美樹 九州国際大学国際関係学部教授

能本  美穂 (公財)九州経済調査協会研究主査

岩子 知香子 公認会計士（日本公認会計士協会北部九州会）

消費者

大橋 由美子 グリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長

野島 輝美 福岡県地域婦人会連絡協議会副会長

宮﨑 さゆり NACS九州支部

生産者

村岡 潤一 全国農業協同組合連合会福岡県本部県本部長

佐藤 政俊 福岡県漁業協同組合連合会代表理事会長

三宅 静代 JA福岡県女性協議会副会長

開設者

及び

卸売人

大野 憲俊 福岡県青果市場連合会会長

永井 龍太郎 (一社)福岡県水産物卸売市場協会会長

原 坦利  福岡県花き市場協議会会長

買受人

木下 康一  福岡県青果食品商業協同組合連合会会長

稲益 重樹 福岡水産物商業協同組合理事長

満汐 政弘 福岡県花商団体連合会会長

行 政 津留 美由紀 福岡市農林水産局中央卸売市場長

−　 −36







福 岡 県 行 政 資 料 

分類記号 

PA  

所属コード 

4700500  

登録年度 

28 

登録番号 

4 
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